
自
治
体
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
理
由
に
拒

ん
で
い
る
が
、
中
小
零
細
企
業
の
看

板
・
ひ
さ
し
の
道
路
占
用
料
を
免
除

す
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

【
答
】
看
板
・
ひ
さ
し
の
道
路
占
用

料
に
つ
い
て
は
、
減
免
措
置
基
準
を

定
め
、
現
在
も
減
免
措
置
を
実
施
し

て
お
り
、
全
額
免
除
は
考
え
て
い
な
い
。

子
育
て
世
代
の
経
済
的
支
援
に
つ
い

て
問
う

【
問
】
子
ど
も
の
命
に
直
結
し
、
子

育
て
世
代
の
経
済
的
負
担
軽
減
に
も

大
事
な
制
度
が
、
子
ど
も
医
療
費
の

助
成
で
あ
る
。
我
が
党
は
こ
れ
ま
で

も
、
財
源
を
示
し
て
条
例
提
案
も
行

い
、
区
民
の
願
い
を
取
り
上
げ
て
き

た
。
区
は
財
政
状
況
を
見
な
が
ら
段

階
的
に
拡
充
す
る
と
し
て
い
る
が
、

ど
の
よ
う
な
計
画
の
も
と
に
進
め
る

の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

【
答
】
平
成
１９
年
度
か
ら
入
院
医
療

費
の
助
成
対
象
を
中
学
校
３
年
生
ま

で
拡
大
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。

通
院
医
療
費
を
含
め
た
拡
充
に
つ
い

て
は
、
財
政
負
担
が
大
き
く
な
る
こ

と
か
ら
、
財
政
状
況
を
み
な
が
ら
、

今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
い
く
。

認
可
外
保
育
所
に
通
う
世
帯
へ
支
援
せ
よ

【
問
】
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
負
担
適
正
化
審
議
会
答
申
で
も
認

証
保
育
所
、
保
育
室
等
認
可
外
保
育

所
へ
通
わ
せ
る
世
帯
へ
の
支
援
制
度

の
検
討
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
、

ど
の
程
度
の
支
援
を
ど
の
よ
う
に
行

う
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

【
答
】
認
証
保
育
所
等
利
用
者
へ
の

助
成
制
度
は
、
利
用
者
の
負
担
軽
減

と
、
そ
れ
に
よ
る
認
証
保
育
所
等
の

利
用
促
進
の
た
め
に
必
要
な
制
度
と

認
識
し
て
い
る
。
現
在
、
平
成
１９
年

度
か
ら
の
制
度
創
設
に
向
け
て
、
助

成
対
象
・
助
成
金
額
・
シ
ス
テ
ム
開

発
等
の
検
討
を
進
め
て
い
る
。

公
共
施
設
再
配
置
計
画
に
つ
い
て
問
う

【
問
】
区
施
設
の
多
く
が
一
斉
に
更

新
期
を
迎
え
る
。
我
が
党
は
、
’０３
年

（
平
成
１５
年
）
第
３
回
定
例
会
に
お

け
る
代
表
質
問
で
、
宇
都
宮
市
で
実

施
し
て
い
る
施
設
の
長
寿
化
を
行
う

シ
ス
テ
ム
を
紹
介
し
、
公
共
建
築
物

長
寿
化
基
本
計
画
の
策
定
を
提
案
し

た
。
区
も
長
期
保
全
計
画
策
定
に
取

り
組
む
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
ど

の
よ
う
な
計
画
か
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
に
よ
り
、
施
設

更
新
計
画
は
ど
う
変
化
し
た
の
か
。

【
答
】
平
成
１６
年
に
長
期
保
全
計
画

作
成
要
領
を
策
定
し
た
。
こ
の
計
画

は
、
建
築
物
等
の
修
繕
・
更
新
の
標

準
的
な
周
期
か
ら
、
改
修
時
期
や
費

用
概
算
を
算
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
施
設
の
長
寿
命
化
・
延
命

化
の
た
め
に
は
、
保
全
基
準
の
見
直

し
も
必
要
で
あ
り
、
今
後
、
施
設
の

安
全
性
を
第
一
義
に
取
り
組
む
予
定

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
計
画
的
な

更
新
の
幅
が
広
が
る
と
考
え
て
い
る
。

障
害
者
の
利
用
者
負
担
を
軽
減
せ
よ

【
問
】
国
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
負
担

軽
減
策
と
し
て
、
所
得
別
の
月
額
負

担
上
限
額
を
設
定
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
無
料
だ
っ
た
も
の
が
、
新

た
に
費
用
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

　
荒
川
区
で
は
、
さ
ら
な
る
対
策
が

必
要
と
し
、
軽
減
措
置
を
実
施
し
た
。

我
が
党
が
前
議
会
で
、
独
自
の
軽
減

策
を
求
め
た
質
問
に
対
し
て
「
今
後
、

国
か
ら
示
さ
れ
る
政
省
令
を
考
慮
し

た
上
で
検
討
し
て
い
く
」
と
し
た
が
、

ど
の
よ
う
に
検
討
し
た
の
か
。

【
答
】
区
の
負
担
軽
減
策
は
、
区
民

税
課
税
世
帯
に
対
す
る
通
所
施
設
給

食
費
の
一
部
助
成
を
実
施
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
区
内
で
障
害
者
施
設
を
経

営
す
る
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
激

変
緩
和
措
置
に
つ
い
て
も
支
援
し
て

い
く
。
た
だ
し
、
一
部
自
治
体
が
実

施
し
て
い
る
、
定
率
負
担
部
分
の
軽

減
策
を
実
施
す
る
考
え
は
な
い
。

地
域
生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て
問
う

【
問
】
手
話
通
訳
・
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ

ー
・
小
規
模
作
業
所
等
は
、
地
域
生

活
支
援
事
業
に
移
行
す
る
が
、
国
の

予
算
額
が
削
減
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る
。

こ
の
支
援
事
業
は
、
障
害
者
が
生
活

す
る
上
で
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。
区
は
、
第
１
回
定
例
会

で
、
「
実
施
状
況
を
踏
ま
え
検
討
す

る
」
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ま
で
と

同
様
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
維
持
し
て

い
く
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

【
答
】
現
行
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
維

持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は

な
く
、
障
害
者
が
安
心
し
て
暮
ら
し

続
け
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
を
ど
の
よ
う
に
提
供
す
る
こ
と

が
必
要
な
の
か
と
い
う
視
点
で
、
地

域
生
活
支
援
事
業
の
具
体
化
を
検
討

し
て
い
く
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
新
規
路
線
の

運
行
を
関
係
機
関
に
働
き
か
け
よ

【
問
】
中
川
地
域
は
交
通
の
過
疎
地

域
で
、
高
齢
化
も
進
ん
で
お
り
、
外

出
に
は
常
に
不
便
を
感
じ
て
い
る
。

大
谷
田
方
面
か
ら
飯
塚
橋
下
を
通
り

中
川
地
域
を
抜
け
、
亀
有
駅
に
い
く

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行
の
実
現

に
向
け
て
、
関
係
機
関
に
働
き
か
け

る
考
え
は
な
い
か
。

【
答
】
運
行
路
線
は
「
足
立
区
都
市

交
通
懇
話
会
」
の
提
案
を
基
に
、
バ

ス
事
業
者
が
判
断
し
て
運
営
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
バ
ス
事
業
者
も
、
地
域
要

望
等
を
考
慮
し
た
新
規
路
線
の
検
討

を
行
い
、
懇
話
会
に
提
案
し
て
い
る
。

　
今
後
、
こ
の
懇
話
会
の
中
で
運
行

の
実
現
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

国
民
保
護
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

【
問
】
国
民
保
護
法
は
、
有
事
の
国

民
の
保
護
、
救
援
が
柱
で
あ
り
、
災

害
対
策
基
本
法
は
自
然
災
害
時
の
復

旧
対
策
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。

　
国
民
保
護
計
画
は
、
有
事
を
想
定

し
た
最
悪
の
事
態
に
向
け
た
行
動
計

画
と
な
る
。
そ
こ
で
伺
う
が
、
国
民

保
護
法
と
災
害
対
策
基
本
法
と
の
相

違
点
は
な
に
か
。

【
答
】
国
民
保
護
法
は
、
対
象
を
攻

撃
の
意
思
を
持
っ
た
相
手
に
よ
る
武

力
攻
撃
等
の
人
的
災
害
と
す
る
が
、

災
害
対
策
基
本
法
は
、
地
震
等
の
自

然
災
害
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
国
民
保
護
法
は
、
事
象
に

対
応
す
る
主
体
は
国
で
あ
り
、
避
難

等
の
対
応
は
、
都
を
通
じ
て
指
示
さ

れ
る
が
、
災
害
対
策
基
本
法
は
、
対

応
す
る
主
体
は
区
市
町
村
で
あ
り
、

首
長
が
対
策
本
部
を
設
置
で
き
る
。

訓
練
の
あ
り
方
に
つ
い
て

【
問
】
国
民
保
護
計
画
が
策
定
さ
れ

た
際
に
は
、
計
画
に
基
づ
き
訓
練
を

行
う
こ
と
に
な
る
が
、
防
災
訓
練
と

の
違
い
を
明
確
に
し
た
上
で
な
く
て

は
意
味
が
な
い
。
ど
ん
な
訓
練
を
行

う
の
か
伺
う
。

【
答
】
国
民
保
護
計
画
に
基
づ
く
訓

練
は
、
国
か
ら
都
、
区
、
区
民
へ
と

警
報
を
伝
達
す
る
訓
練
に
加
え
、
細

菌
テ
ロ
等
、
特
殊
な
災
害
に
対
す
る

訓
練
も
必
要
に
な
る
。

　
し
か
し
、
区
民
が
集
団
で
避
難
す

る
こ
と
や
避
難
所
の
開
設
等
、
防
災

訓
練
と
共
通
す
る
部
分
も
あ
り
、
区

民
に
的
確
な
説
明
を
行
い
な
が
ら
訓

練
を
進
め
て
い
き
た
い
。

新
田
一
丁
目
土
壌
汚
染
に
つ
い
て

【
問
】
こ
の
土
地
を
土
壌
汚
染
対
策

法
に
基
づ
き
、
指
定
区
域
と
す
べ
き

と
考
え
る
。
そ
の
根
拠
の
第
一
は
、

汚
染
物
質
は
鉛
、
砒
素
、
カ
ド
ミ
ウ

ム
、
フ
ッ
素
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
で
あ
る
こ
と
。

第
二
に
、
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
条

の
特
定
有
害
物
質
は
、
鉛
、
砒
素
等

の
物
質
で
、
そ
れ
が
土
壌
に
含
ま
れ

る
こ
と
に
起
因
し
て
人
の
健
康
に
関

わ
る
被
害
を
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
も

の
を
言
う
と
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
る
。

　
都
と
の
折
衝
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
報
告
と
区
の
見
解
を
伺
う
。

【
答
】
指
定
区
域
の
指
定
は
都
知
事

の
事
務
で
あ
り
、
要
件
は
、
土
壌
汚

染
の
存
在
と
存
在
す
る
汚
染
に
よ
る

健
康
被
害
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
こ

と
。
都
は
、
「
汚
染
は
認
め
ら
れ
る

が
調
査
及
び
対
策
の
検
討
が
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
地
下
水
利
用
に
よ
る
健

康
被
害
の
恐
れ
が
な
い
こ
と
、
立
ち

入
り
禁
止
、
土
壌
の
飛
散
防
止
の
措

置
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
指

定
区
域
に
は
当
た
ら
な
い
。
今
後
も

都
条
例
に
基
づ
く
適
正
処
理
を
継
続

さ
れ
た
い
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
区

も
、
都
条
例
に
基
づ
く
適
正
対
応
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。

汚
染
土
壌
の
処
分
対
策
に
つ
い
て

【
問
】
汚
染
土
壌
は
、
３
千
�
以
上

×
５
ｍ
分
と
も
１５
ｍ
分
と
も
言
わ
れ

て
い
る
が
、
早
急
に
処
分
す
る
こ
と

が
地
元
住
民
の
願
い
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
搬
出
、
処
分
計
画
を
伺
う
。

【
答
】
現
在
、
土
地
開
発
公
社
に
お

い
て
検
討
中
で
あ
る
が
、
「
都
民
の

健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関

す
る
条
例
」
及
び
関
係
法
令
に
則
っ

た
汚
染
拡
散
防
止
措
置
計
画
を
早
急

に
策
定
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
は
搬
出
、
フ
ッ

素
は
焼
却
処
分
す
る
等
適
切
な
土
壌

対
策
を
行
っ
て
い
く
。

光
陽
社
跡
地
の
活
用
に
つ
い
て

【
問
】
こ
の
土
地
は
、
昭
和
６１
年
度

に
策
定
さ
れ
た
足
立
区
第
２
次
基
本

計
画
に
示
さ
れ
た
「
水
上
遊
覧
船
又

は
水
上
バ
ス
を
運
航
す
る
。
」
と
い

う
趣
旨
に
基
づ
き
マ
リ
ー
ナ
用
地
と

し
て
取
得
し
た
。
こ
の
計
画
は
第
３

次
基
本
計
画
に
も
踏
襲
さ
れ
た
が
、

バ
ブ
ル
崩
壊
と
同
時
に
頓
挫
し
た
。

　
平
成
１１
年
１２
月
議
会
で
「
庁
内
に

於
い
て
公
有
財
産
の
有
効
活
用
Ｐ
Ｔ

を
設
置
し
て
検
討
中
。
間
も
な
く
未

利
用
地
の
転
用
、
売
却
な
ど
の
有
効

活
用
策
を
報
告
す
る
。
」
と
答
弁
し

て
い
る
。
そ
の
検
討
結
果
を
伺
う
。

【
答
】
本
用
地
は
、
少
年
野
球
な
ど

の
運
動
場
と
し
て
土
地
開
発
公
社
用

地
の
ま
ま
開
放
し
て
い
る
。
庁
内
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
新
た
な
事
業
で
活

用
す
る
又
は
処
分
を
検
討
す
る
。
」

と
い
う
方
針
の
も
と
、
検
討
を
行
っ

て
き
た
が
、
有
効
活
用
案
が
出
な
い

ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
政
策
経
営
部
と
も
協
議
の
う
え
、

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
整
備
す

る
な
ど
、
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

土
地
開
発
公
社
会
計
へ
の
影
響
に
つ
い
て

【
問
】
平
成
17
年
度
末
の
公
社
の
土

地
保
有
状
況
は
総
額
３１６
億
３
千
６００
万

円
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
り
入
れ
残

額
は
８２
億
円
に
な
っ
て
い
る
。
１７
年

度
の
利
子
は
１
億
５
千
万
円
に
も
上

り
、
公
社
の
経
費
負
担
は
増
す
ば
か

り
で
あ
る
。
今
後
の
対
策
を
伺
う
。

【
答
】
用
地
の
先
行
取
得
制
度
は
、

区
の
債
務
保
証
を
受
け
て
土
地
開
発

公
社
が
金
融
機
関
か
ら
借
り
入
れ
て

用
地
を
購
入
し
、
区
の
貸
付
金
に
よ

り
民
間
金
融
機
関
に
元
利
金
を
返
済

す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
公
社
が
土

地
を
長
期
に
保
有
す
る
ほ
ど
、
金
融

機
関
へ
の
利
払
い
が
か
さ
み
、
公
社

の
経
費
負
担
が
増
加
す
る
。

　
従
っ
て
、
従
前
か
ら
繰
上
償
還
用

資
金
を
捻
出
し
、
着
実
に
金
融
機
関

借
入
残
高
を
減
少
さ
せ
て
い
る
。

　
今
後
も
、
早
期
の
買
戻
し
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
区
が
資
金
手
当
て

等
の
工
夫
を
こ
ら
し
つ
つ
、
借
入
金

を
極
力
減
ら
し
て
い
き
た
い
。


